
募集期間：平成２７年１０月６日～同年１０月３０日  05【法務省】国家戦略特区等提案検討要請回答

提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容
各府省庁からの検討要請に対する回答

１　入国・在留制度の緩和

031061
一般社団法人新経済
連盟

Japan Ahead
出入国管理及び難民認定法第2条の2第3
項

在留期間を10年に引き上げ

　在留期間は，一定の期間ごとに我が国に在留する外国人の在留状況，在留の
必要性・相当性等を確認する必要があることから定められているものであり，
個々の外国人の在留期間の決定に当たっては，入国の目的，滞在予定期間，契
約期間，身分・地位の安定度，在留状況の点検の必要性等を考慮することとして
います。
　出入国管理及び難民認定法第２条の２第３項において，外交，公用，高度専門
職２号及び永住者の在留資格以外の在留資格に伴う在留期間は，５年を超える
ことができないと規定されていますが，これは，平成21年の入管法の改正により
導入された新たな在留管理制度において法務大臣が中長期在留者の在留管理
に必要な情報を正確かつ継続的に把握することができるようになったことを受け
て，改正前の入管法では，在留期間の上限は原則３年とされていたものを５年に
伸長したものです。
　現状において，この上限を更に伸長するだけの合理的理由は認められず，御
提案は受け入れられません。
　なお，許可された在留期間を超えて我が国に滞在しようとする場合は，在留期
間の更新の許可の申請を行うことができ，申請者に引き続き在留を認めることが
適当と認められるときには，これを許可することとしています。

031063
一般社団法人新経済
連盟

Japan Ahead
・出入国管理及び難民認定法第22条第2項
・永住許可に関するガイドライン

永住許可に必要な在留年数を通算できるよ
うに（一度日本を離れてもリセットされないよ
う）変更

　出入国管理及び難民認定法第22条第２項に定める永住許可の要件のうち，
「その者の永住が日本国の利益に合すると認めたとき」への適合性については，
申請人の在留状況等を総合的に勘案して判断されるものですが，永住許可に関
する予見可能性の向上の観点から，一定の目安を「永住許可に関するガイドライ
ン」として公表しています。
　同ガイドラインの中で，在留歴については，「原則として引き続き10年以上本邦
に在留していること」としており，継続して10年以上在留していることを基本として
いますが，永住許可は上記のとおり総合的に判断されるべき性質のものであり，
一旦，出国した場合であっても，これまでの在留状況を考慮し，定着性が認めら
れる場合など，個別の事情により，上記ガイドラインに直接当てはまらなくとも永
住を許可する事例があります。
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募集期間：平成２７年１０月６日～同年１０月３０日  05【法務省】国家戦略特区等提案検討要請回答

提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容
各府省庁からの検討要請に対する回答

046070 医療法人　明正会
健康長寿の大地の恵み
温泉・食と医療の融合国
際拠点

・出入国管理及び難民認定法第19条第２項
及び別表第１の４
・同法施行規則第19条第５項第１号

一般に留学生が認められている労働時間
の週28時間超えて飲食店での活動，観光ガ
イド業を行うことの許可。

資格外活動の許可は，本来の在留活動を阻害しない範囲内において，現に有し
ている在留資格に属しない就労活動を例外的に認めるものです。
留学生については，留学中の学費等の必要経費を補う目的のアルバイト活動の
ため在留期間中の包括許可について申請があった場合は，週２８時間以内（教
育機関の長期休業期間中は，１日８時間以内。）の資格外活動について許可して
いるところ，この範囲外の活動について個別に許可の申請があったときは，以下
の要件を満たす限りにおいて許可しており，既に対応しています。すなわち，本
来の在留活動の遂行が妨げられるものでなく，①活動の目的が本邦留学中の学
費等の必要経費を補うものであること，②申請に係る活動が語学教師，通訳，翻
訳，家庭教師等，申請者の専攻科目と密接な関係のある職種又は社会通念上
学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある職種であること，が確認できれ
ば，活動を行う機関の名称及び所在地，業務内容等の条件を定めた上で資格外
活動について許可しています。

057020

株式会社COAST
NPO法人沖縄新事業
支援機構
Super Yacht
Logistics
株式会社エフ・クレス
ト

「スーパーヨット特区」を
軸とした地域振興

船舶法第３条
関税法第 15 条
出入国管理及び難民認定法　第57条

２-１．入国法規準拠の手続きを迅速且つワ
ンストップ化
外国籍のスーパーヨット等が日本国内にお
いて容易に入国・運行することが出来るよう
に、全ての必要入国法規準拠の手続きを迅
速・簡易にして、重複作業の軽減とワンス
トップ化を検討するとともに、それを周知す
る体制を整える。

２-２．クルージングパーミット制度の導入
個人所有船舶（貨物船は除く）が入国後日
本国内を一定期間、開港、不開港を問わず
自由に航行出来るクルージングパーミット制
度の導入を検討するとともにそれを周知す
る体制を整える。
※クルージングパーミット制度は米国等でも
導入されている制度で、日本に導入すること
でスーパーヨットによる経済効果が島嶼地
域にも及び、離島振興対策が可能。

２－１．
　入管法第５７条第１項により，乗員及び乗客に関する事項の事前報告を義務づ
けているが，これは，我が国に入国しようとする者に関する情報をあらかじめ入
手して入国管理局が保有する要注意人物リストと照合し，テロリスト等であること
が判明した，あるいは，その疑いがある外国人が上陸申請をする前に上陸審査・
退去強制手続等の準備を行い，入国等の規制をより適切に行うことが可能となっ
ているところ，厳格な出入国審査を行うためには不可欠であり，免除，省略する
ことは適当ではない。
　なお，当該手続をシステム（NACCS：輸出入・港湾関連情報処理システム）を利
用して行う場合には，入港毎に1回の入力・送信で関係行政機関に対する入出港
手続を可能としており，重複入力の手間が省略されている。
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募集期間：平成２７年１０月６日～同年１０月３０日  05【法務省】国家戦略特区等提案検討要請回答

提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容
各府省庁からの検討要請に対する回答

099020
㈱特区ビジネスコン
サルティング

外国人活用特区

労働基準法第32条、第36条
労働基準法第36条第1項の協定で定める労
働時間の延長の限度等に関する基準（平成
10年労働省告示第154号）

・農業分野の労働規制の合理化
→特区内では、労働者の合意を得、かつ健
康面に配慮した上で、農業分野の繁忙期に
適した労働時間規制など、ルール設定を行
う。（現状では、農業で外国人技能実習生を
受け入れる場合、他産業に準拠した週４０
時間労働などが求められる）

農業分野の労働時間規制については，当省で所管するものではない。
なお，現行の専門的・技術的分野に該当しない外国人材の受入れ範囲の拡大に
ついては，労働市場及び日本人の処遇改善への影響や国民生活等への影響が
あることから，国民的コンセンサスを踏まえ，幅広い観点から政府横断的に検討
していく必要があるものと考えている。
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募集期間：平成２７年１０月６日～同年１０月３０日  05【法務省】国家戦略特区等提案検討要請回答

提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容
各府省庁からの検討要請に対する回答

２　在留資格「高度専門職」の基準緩和

048110 広島県
広島県ビッグデータバン
ク創造・活用特区

・出入国管理及び難民認定法別表第一の
二の表の高度専門職の項の下欄の基準を
定める省令第１条第１項各号の表の特別加
算の表の項の中欄イ及びロ
・出入国管理及び難民認定法別表第一の
二の表の高度専門職の項の下欄の基準を
定める省令第一条第一項各号の表の特別
加算の項の規定に基づき法務大臣が定め
る法律の規定等を定める件

ポイント付与の対象となる「イノベーションを
促進するための支援措置」として各省庁関
係の支援措置が列挙されているが，広島県
の創業・イノベーション創出に係る事業等に
よる支援措置を追加
例）ひろしまイノベーション推進機構による
出資
ひろしま医療関連産業創出支援事業費補
助金　等

高度人材ポイント制においては，所属機関が，イノベーションの創出の促進に資
するものとして，法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定若しく
は承認を受けている場合や，補助金の交付その他の支援措置を受けている場
合は，ポイントが特別加算されます。これは，同制度が，我が国の経済成長に資
することが期待される高度な人材の受入れ促進を目的とするものであることか
ら，当該人材が活動を行う所属機関がイノベーションの創出の促進に資する措
置等を受けている場合にもポイントを付与することとしたものです。
御提案の支援措置を特別加算の対象に追加することについては，当該措置がこ
のような制度の趣旨に合致しているか，また，地方公共団体による当該企業等
の認定の仕組み等を踏まえて具体的に検討を要するものであり，特区対象であ
る地方公共団体による支援措置であることをもって直ちに特別加算の対象とする
ことは困難です。

048120 広島県
広島県ビッグデータバン
ク創造・活用特区

出入国管理及び難民認定法第７条第１項第
２号の規定に基づき同法別表第１の５の表
の下欄に掲げる活動を定める件第２号、別
表第２

　高度人材における入国帯同型以外におい
て家事使用人を雇用する場合，「申請人以
外に家事使用人を雇用していないものに限
る」とされているが，複数人を雇用し交代で
勤務することを可能とする。
　また，報酬要件が「月額２０万円以上」とさ
れているが，この場合において，雇用してい
る使用人の合計額とする。

御提案の具体的内容が必ずしも明らかではありませんが，仮に，出入国管理及
び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の
下欄に掲げる活動を定める第二号に基づき雇用する家事使用人に対して定めら
れた要件未満の報酬を支払う場合，当該家事使用人が他の就労活動に従事す
るおそれがあることから，適切な在留管理も困難となるなど，高度人材に対して
家事使用人の雇用を特例的に認めた制度の趣旨に反することになるため，御提
案は受け入れられません。

-
愛媛県
今治市

産業人材としての外国人
の受け入れ促進

出入国管理及び難民認定法
在留資格「高度専門職」の要件に、製造業
やスポーツ分野の活動を追加

「高度専門職」は，出入国管理及び難民認定法別表第一の一の表「教授」の項か
ら「報道」の項まで又は第一の二の表「経営・管理」から「技能」の項までの在留
資格に該当する外国人のうち，我が国の学術研究や経済発展に寄与することが
見込まれる高度な能力・資質を有する外国人の受入れ促進のために設けられた
ものであり，高度専門職１号イ，ロ，ハに該当する活動は，それら在留資格に相
当する活動と重複している。
したがって，製造業やスポーツ分野の活動を行う外国人であっても，それら在留
資格に該当する活動を行い，かつ，ポイント基準等を満たす場合には，「高度専
門職」と認定され得るものであり，上記分野の受入れを排除するものではない。
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募集期間：平成２７年１０月６日～同年１０月３０日  05【法務省】国家戦略特区等提案検討要請回答

提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容
各府省庁からの検討要請に対する回答

３　在留資格「経営・管理」に係る特例の活用

048070 広島県
広島県ビッグデータバン
ク創造・活用特区

国家戦略特別区域法第１６条の４
創業人材について，地方自治体による事業
計画の審査等を要件に，「経営・管理」の在
留資格の基準を緩和

国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律（平成27
年法律第56号）において，国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を創設し
ていることから，現行制度で対応可能である。
活用に当たっては，内閣府地方創生推進事務局に相談されたい。

-
愛媛県
今治市

産業人材としての外国人
の受け入れ促進

国家戦略特別区域法
創業人材について、地方自治体による事業
計画の審査等を要件に「経営・管理」の在留
資格の基準を緩和

国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律（平成27
年法律第56号）において，国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を創設し
ていることから，現行制度で対応可能である。
活用に当たっては，内閣府地方創生推進事務局に相談されたい。
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募集期間：平成２７年１０月６日～同年１０月３０日  05【法務省】国家戦略特区等提案検討要請回答

提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容
各府省庁からの検討要請に対する回答

４　在留資格「技術・人文知識・国際業務」の許可範囲の明確化

050010

一般社団法人
福岡県中小企業経営
者協会連合会

一般社団法人
福岡県専修学校各種
学校協会

地域成長戦略実現にむ
けた人材不足の解消

「産学官連携」による管
理体制の整備と
外国人留学生の就労ビ
ザ（技術・人文知識・国際
業務）適用範囲緩和

入出国管理及び難民認定法　別表第一の
二（技術・人文知識・国際業務関係）

　サービス業を始め現在、外国人の就労が
認められていない分野で、福岡県産業人材
振興施センター（仮）で在留資格の推薦基
準を策定することにより、在留資格「技術・
人文知識・国際業務」の許可範囲を明確化
する。

【想定するケース】
○ビジネス専門学校留学生が、居酒屋に就
職する
→ホール・調理・店長補佐・店長等どのレベ
ルの仕事なら在留資格が可能なのか同セン
ターにて推薦基準を策定する。この推薦基
準に則り、入国管理局が在留を許可する。
○日本語専門学校留学生が、コンビニエン
スストアへ就職する
→コンビニエンスストアでどのような地域で
どういった業務レベルの仕事なら在留資格
が可能なのか同センターにて推薦基準を策
定する。この推薦基準に則り、入国管理局
が在留を許可する。

サービス産業であっても，申請人が大学を卒業し，又はこれと同等以上の教育を
受けている場合，又は本邦の専修学校の専門課程を修了し，専門士又は高度専
門士の称号を得ている場合であって，その知識を必要とする業務に従事するとき
は，在留資格「技術・人文知識・国際業務」での就労が認められる場合がありま
す。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の許可範囲については，当省としても従
来から明確化に努めており，既に当省ホームページにおいて考え方及び許可事
例等を公表しているところ，更なる不明点があれば，それを踏まえて，引き続き当
省において明確化を図っていくことが適当であると考えています。
なお，本邦で従事しようとする活動が，入管法に規定される在留資格に該当する
ものであるか否かは，全国一律に判断すべきものと考えます。
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募集期間：平成２７年１０月６日～同年１０月３０日  05【法務省】国家戦略特区等提案検討要請回答

提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容
各府省庁からの検討要請に対する回答

５　在留資格「企業内転勤」に係る国外勤務要件の撤廃

031062
一般社団法人新経済
連盟

Japan Ahead
出入国管理及び難民認定法第七条第一項
第二号の基準を定める省令の表の「企業内
転勤」の項

「企業内転勤」の転勤前の外国における勤
務期間の条件を撤廃

　在留資格「企業内転勤」の要件の一つとして，申請に係る転勤の直前に外国に
ある本店，支店その他の事業所において，法別表第１の２の表の「技術・人文知
識・国際業務」の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で，その期間（企業
内転勤の在留資格をもって外国に当該事務所のある公私の機関の本邦にある
事業所において業務に従事していた期間がある場合には，当該期間を合算した
期間）が継続して１年以上あること」としています。これは，外国人を我が国に入
国させること自体を目的として外国人を新規に雇用等することを防止するための
観点から定めているものであって，当該期間を縮小することは困難です。
　　一方で，「企業内転勤」に該当する活動は，在留資格「技術・人文知識・国際
業務」と同様であり，転勤により我が国に入国・在留しようとする場合であっても，
在留資格「技術・人文知識・国際業務」に係る要件を満たせば，同在留資格によ
る入国・在留が可能です。
　　この点，総合規制改革会議の第３次答申（平成１５年１２月２２日）において，
海外からの外国人転勤者に関する在留資格周知を求められたことから，許可し
得る在留資格の関係，要件等についてホームページに掲載し，周知を図ってい
ます。
　　なお，同答申及び規制改革・民間開放推進３か年計画（改定）（平成１７年３月
２５日閣議決定）に基づき，いずれの在留資格に係る要件も満たさない具体例に
ついて，経済団体等を通じて調査を行なったところ，具体例の提示はなく，制度
の見直しは必要ないとされた経緯があります。
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募集期間：平成２７年１０月６日～同年１０月３０日  05【法務省】国家戦略特区等提案検討要請回答

提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容
各府省庁からの検討要請に対する回答

６　在留資格「技能」に係る対象範囲の拡大

099010
㈱特区ビジネスコン
サルティング

外国人活用特区
出入国管理及び難民認定法　別表第一の
二　二

・農業分野での外国人就労資格を追加し
（「技能」）、農業技術を有する外国人の一定
期間（３か月から３年程度）の就業を認める
ようにする。

・漁業分野での外国人の就労資格を追加し
（「技能」）、漁業技術を有する外国人の一定
期間（３年を限度に）の就業を認めるように
する。

現行の専門的・技術的分野に該当しない外国人材の受入れ範囲の拡大につい
ては，労働市場及び日本人の処遇改善への影響や国民生活等への影響がある
ことから，国民的コンセンサスを踏まえ，幅広い観点から政府横断的に検討して
いく必要があるものと考えています。
なお、農業分野の外国人材については，特例措置を設ける必要性について，関
係省庁で連携して検討を進め，可能な限り早期に結論を得ることとされています
（平成28年3月2日国家戦略特別区域諮問会議「国家戦略特区における追加の
規制改革事項等について」）。
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募集期間：平成２７年１０月６日～同年１０月３０日  05【法務省】国家戦略特区等提案検討要請回答

提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容
各府省庁からの検討要請に対する回答

７　在留資格「特定活動」に係る許可要件の緩和等

046021 医療法人　明正会
健康長寿の大地の恵み
温泉・食と医療の融合国
際拠点

・出入国管理及び難民認定法第２条の２第
３項、第21条第３項及び別表第１の５
・出入国管理及び難民認定法施行規則第３
条及び別表第２
・出入国管理及び難民認定法第七条第一
項第二号の規定に基づき同法別表第一の
五の表の下欄に掲げる活動を定める件第
25号

　医療滞在ビザで本邦に入国し、健診を受
けた結果異常が見つかり、入院加療を必要
としないが90日を超えて通院治療が必要と
なった場合、在留期間の更新を許可する。

治療等の目的のため医療滞在ビザで本邦に入国後，その期間内に治療等が終
了しない場合や健診の結果，病気が発見され我が国での治療が必要であるが
当初の受入日数では治療が終わらないといった場合等特段の事情が認められ
る場合には，入院の有無にかかわらず，現在でも，医師からの診断書や滞在中
の経費を支弁できることの立証資料等の提出を求めた上で在留期間の更新をす
ることも可能である。

046022 医療法人　明正会
健康長寿の大地の恵み
温泉・食と医療の融合国
際拠点

・出入国管理及び難民認定法第２条の２第
３項
・出入国管理及び難民認定法施行規則第３
条及び別表第２

　現地での健診結果等から90日を超える通
院治療が必要であると解され、医療滞在ビ
ザで本邦に入国する場合には、例外的に滞
在期間を180日とするビザの発給を認める。

治療等の目的のため医療滞在ビザで本邦に入国後，その期間内に治療等が終
了しない場合等特段の事情が認められる場合には，入院の有無にかかわらず，
現在でも，医師からの診断書や滞在中の経費を支弁できることの立証資料等の
提出を求めた上で在留期間更新を許可しているところであり，現行制度において
も，必要に応じ９０日以上の滞在は可能である。
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募集期間：平成２７年１０月６日～同年１０月３０日  05【法務省】国家戦略特区等提案検討要請回答

提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容
各府省庁からの検討要請に対する回答

046023 医療法人　明正会
健康長寿の大地の恵み
温泉・食と医療の融合国
際拠点

出入国管理及び難民認定法第七条第一項
第二号の規定に基づき同法別表第一の五
の表の下欄に掲げる活動を定める件第26
号

　医療滞在ビザで入国する者の多くは、専
属的な世話人を伴い入国することが想定さ
れるため、報酬を支払われている世話人で
あっても在留を許可する。

医療滞在制度に係る措置は，国際医療交流の促進のため，長期間の医療を受
ける者及びその付添人の入国・在留を認めるものであり，それ以外の就労活動
を認めることを目的としているわけではないため，報酬を支払われている世話人
の在留を許可することはできない。

048130 広島県
広島県ビッグデータバン
ク創造・活用特区

国家戦略特別区域法第１６条の３

特区内において，地方自治体等による一定
の管理体制の下，家事支援サービスを提供
する企業に雇用される外国人の入国・在留
を可能化

平成２７年９月，国家戦略特別区域における特例措置として，「国家戦略特別区
域家事支援外国人受入事業」が創設されており，御提案に沿う制度が既に設け
られています。
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募集期間：平成２７年１０月６日～同年１０月３０日  05【法務省】国家戦略特区等提案検討要請回答

提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容
各府省庁からの検討要請に対する回答

８　新たな在留資格の創設

066010
学研ココファンホール
ディングス

在留外国人の有資格者
の就労支援

出入国管理及び難民認定法　別表第一
保育士資格を有する外国人が国内で保育
士として働けるよう、保育士の在留資格を創
設する。

現状保育士の資格によって就労できる在留資格はありません。保育士の確保に
ついては，国内の人材確保対策を充実・強化していくことを基本としており，御提
案に対応することは困難です。

078080 秋田県大潟村
（仮）
創立１００周年へ向かう
新たな農業創生特区

出入国管理及び難民認定法
農作業についても、帰国した際にはその農
業技術の伝承につながることから、就労ビ
ザの発行を行う。

御提案については，国家戦略特区ＷＧにおける議論を受けて，農業分野の外国
人材については，特例措置を設ける必要性について，関係省庁で連携して検討
を進め，可能な限り早期に結論を得ることとされています（平成28年3月2日国家
戦略特別区域諮問会議「国家戦略特区における追加の規制改革事項等につい
て」）。
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募集期間：平成２７年１０月６日～同年１０月３０日  05【法務省】国家戦略特区等提案検討要請回答

提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容
各府省庁からの検討要請に対する回答

クールジャパンに関わる
外国人材の就労解禁

㈱特区ビジネスコン
サルティング

080010

（１）クールジャパン
現行においても，クールジャパンにかかわる分野において，自然科学又は人文
科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合
は，当該業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して我が国の専修
学校の専門課程を修了し，専門士又は高度専門士の称号を得ているときには，
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格によって就労が可能です。
具体的な許可事例については，当省ホームページにおいて公表している事例等
の充実化を図ることとしたいと考えています。
これらに該当しない外国人材の受入れ範囲の拡大については，労働市場及び日
本人の処遇改善への影響や国民生活等への影響があることから，「「日本再興
戦略」改訂２０１５」に従い，国民的コンセンサスを踏まえ，幅広い観点から政府
横断的に検討していく必要があるものと考えます。
なお、平成28年5月27日に成立した改正国家戦略特区法の附則第２条におい
て，クールジャパン産業の海外展開やインバウンド対応を促すため，外国人の専
門的知識・技能の習得やそれに基づいた就労の機会の充実を図る具体的な方
策について、法律の施行後一年以内を目途として検討し，その結果に基づき必
要な措置を講ずるとされているところ。

（２）申請書類
上場企業については，公表資料等により当該企業の活動実態が明らかとなって
いることを踏まえて，提出書類の一部簡素化を行っているものであり，他の企業
と取扱いが異なることには合理性が認められるものと考えています。

（３）民間委託
入管法に基づく在留者の管理に係る各種審査・調査は，①当該外国人の出入国
記録，在留資格関係申請記録等の機微な個人情報へのアクセスが必須であるこ
と，②入管法違反容疑の事実を立証するための専門的な能力が求められるこ
と，③調査の過程において，裁判所から許可状を得て強制調査により事業所へ
立ち入っての臨検，捜索及び押収が必要となる事案があること，④身柄の拘束
など直ちに公権力の行使が必要となる場面があることなどから，民間委託の対
象とすることは困難です。
また，　「定期監査」は臨検等を指しているとのことですが，労働基準監督官は，
労働基準関係法令違反の疑いのある事業場に対して，迅速に権限を行使して必
要な調査を行うものであり，また臨検等については罰則をもってその強制力が担
保されています。そのため，臨検の拒否，尋問に対する不陳述や虚偽陳述，帳
簿の不提出や虚偽記載帳簿の提示等に対しては，即座に司法警察権限を行使
することも可能です。
事業主が法令違反の事実を隠匿する意思をもって臨検等を妨げた場合等に，迅
速かつ的確に対応することができないため，臨検等の権限を民間委託すること
は出来ません。

・食、ファッション、美容、デザイン、おもてな
しを重視した接客業といったクールジャパン
にかかわる分野について、日本国内の関連
する専門学校を卒業した外国人、または接
客検定に合格した外国人が、一定期間、調
理業、美容業、服飾業、デザイン業、接客業
等で働きながら修行することを可能とする在
留資格を整備する。
・滞在期間は、基本的な修行期間としての
「３年」に、分野ごとに必要な期間を加えた
期間とし、その後は、帰国して海外への普
及を行っていただく。
・特区で限定的に実施する。
・制度を悪用した外国人の在留などが生じ
ることを防ぐため、就業できる店舗等は信頼
性の高いところに限定し、自治体の関与等
の十分なチェック体制を設ける。
・外国人就労ビザの申請において、上場企
業や中小企業など、企業規模にとらわれる
ことなく申請に必要な書類を統一して、わか
りやすい手続きを定める。
・入国管理局および労働基準監督署の就労
状況の定期監査といった業務を民間に委託
する。

・出入国管理及び難民認定法第２条の２
・同　別表第一の二　二
・出入国管理及び難民認定法第27条、第28
条

12/15



募集期間：平成２７年１０月６日～同年１０月３０日  05【法務省】国家戦略特区等提案検討要請回答

提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容
各府省庁からの検討要請に対する回答

９　不動産登記簿等の閲覧に係る申請手続の簡素化

059120

１．人吉市【提案代表
者】
２．一般社団法人九
州G空間情報実践協
議会
３．九州大学
４．鹿児島大学
５．崇城大学

地方創生の実現に向け
た近未来技術実証特区
＠人吉

不動産登記法（第119条第2項）・・・登記事
項証明書の交付等
不動産登記規則（第193条第1項）・・・登記
事項証明書の交付の請求情報等
不動産登記規則（第194条第1項）・・・登記
事項証明書等の交付の請求の方法等）

森林施業を目的とする土地所有者の確認
のための登記簿等の閲覧に限り、申請手続
きを省略化する。

　所有者の確認については，コンピュータシステムの導入により，登記簿の閲覧
に代わる制度（不動産の登記事項要約書（登記記録に記録されている事項の概
要を記載した書面）の請求）によって行っていると思われるところ，当該要約書の
請求は対象の土地や建物を管轄する登記所の窓口において行う必要があり（不
動産登記法（平成１６年法律第１２３号第１１９条第２項）），その申請手続を省力
化したとしても効率化にはならない。
　一方，平成１２年度からインターネットを使用して自宅や事務所のパソコンで登
記記録や地図等の内容を閲覧することができる登記情報提供サービス（電気通
信回線による登記情報の提供に関する法律（平成１１年法律２２６号））が開始さ
れているところ，同サービスでは，登記所の窓口に行かなくてもよいだけでなく，
最新の登記事項の全てを見ることができ，かつ，登記事項要約書と比べ手数料
も大幅に安価となっている（１件につき３３７円（登記情報提供サービスのホーム
ページ参照））ことから，同サービスを利用することにより，確認作業の大幅な省
力化・効率化を図ることができると考えられる。
 
  参考：登記情報提供サービス
  　　　http://www1.touki.or.jp

１０　区分所有建物の建替え決議要件の緩和

074010 森ビル株式会社
建物区分所有法におけ
る建替え決議要件の変
更

建物の区分所有等に関する法律第62条第1
項

区分所有建物の建替え決議について、建物
区分所有法第62条中「区分所有者及び議
決権の各5分の4以上」の賛成を必要とする
要件を見直し、都市再開発法に基づく組合
設立要件と同様の「区分所有者及び議決権
の各3分の2以上」の賛成を要件と変更す
る。

区分所有法は，一棟の建物を区分してその各部分を所有権の目的とした場合に
ついて，建物及びその敷地の共同管理等について，私人である区分所有者相互
間の法律関係を定める法律であり，その性質上，特区による特例を設けることに
馴染まない。

区分所有法の建替え決議は，個々の区分所有者にとって区分所有権の処分を
伴うこととなるため，これを多数決により行うことの正当性を担保するためには，
多数決要件は厳格である必要がある。また，建替え決議の内容を実現するため
には，建替え決議に賛成した区分所有者は，決議に賛成しなかった区分所有者
に対して，売渡し請求権を行使してその権利を買い取らなければならないが，決
議要件を緩和した場合には，その分だけ買取りの費用負担が重くなるなど，建替
えに要する社会的・経済的コストが増大することになり，建替え事業の円滑な遂
行にとっての障害となる。そのため，区分所有法の建替え決議要件を緩和するこ
とは相当ではない。
なお、決議に賛成しなかった区分所有者について、その区分所有権の時価での
買取りが予定されているとしても、その意思に反して区分所有権を失うことになる
以上、多数決要件に厳格性が求められることに何ら変わりはないし、決議要件を
緩和した場合における建替え事業への影響についても、区分所有法があらゆる
区分所有建物に適用される以上、デベロッパーが積極的に関与する区分所有建
物のみを想定すれば足りるというものではない。
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募集期間：平成２７年１０月６日～同年１０月３０日  05【法務省】国家戦略特区等提案検討要請回答

提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容
各府省庁からの検討要請に対する回答

１１　借地借家法における賃貸人の更新拒絶・解約申入れに係る正当事由の明文化

075010 森ビル株式会社

借地借家法における建
物の普通賃貸借契約に
おける賃貸人の更新拒
絶・解約申入れにかかる
正当事由の明文化

借地借家法第２８条

借地借家法における正当事由制度につい
て、区分所有法に定める建替え決議や法定
再開発の認可が正当事由に当たることを明
文化する。

借地借家法は，あらゆる借家契約に適用される一般法であり，私人間の法律関
係を定める法律であることからすると，性質上，特区による特例を設けることに馴
染まない。

現行の借地借家法のもとでも，耐震補強の必要性等については，正当事由の有
無を判断するに当たって個々の具体的事例に即して適切に考慮されているもの
と承知している。
なお，提案の趣旨を実現するために，耐震補強等の必要性を正当事由とするこ
と又は正当事由の判断要素として掲げることについては，借地借家法上の正当
事由制度が賃貸人と賃借人との間における適切な利害調整を図るものであるこ
とからすると，慎重に検討する必要があると考えられる。

１２　民有地上空におけるドローン飛行の自由化

078020 秋田県大潟村
（仮）
創立１００周年へ向かう
新たな農業創生特区

電波法２７条１８、特定無線設備の技術基
準適合証明等に関する規則２条（特定無線
設備）

民法２０７条
航空法８１条、航空法施行規則１７４条１号
イ

【電波法関係】デジタル簡易無線局（登録
局）の出力を最大５Wより大きくする（村全体
を１～２局でカバーできるようにする。）

【航空法】基本圃場・副圃場と場所が分かれ
ているほか、共同利用等で隣接圃場への移
動や、公道(農道）を渡っての飛行が必要で
あるため、届け出のみで飛行ができるように
する。

【民法】圃場（農地）に限り、他人の所有地の
上空は自由に飛行できるようにする。

　民法は，私人間の法律関係を規律する一般法であり，その性質上、特区による
特例を設けることに馴染まない。

　また，一般に、土地の所有権は、当該土地を所有する者の利益の存する限度
で当該土地の上下に及ぶものと解されており，土地所有者の利益の存する限度
内か否かは、個別の土地の具体的な使用態様に照らして判断すべきものと考え
られる。したがって，土地の所有者の許諾を得ることなくドローン等の無人航空機
をある土地の上空で飛行させた場合には，その土地の具体的な使用態様に照ら
して土地所有者の利益の存する限度内でされたものであれば，その行為は土地
所有権の侵害に当たると考えられる。
　このような考え方は，ドローン等の飛行の対象となる土地が圃場であるか否か
に関係なく妥当するから，施肥防除作業等のためにドローン等を圃場上で飛行さ
せる場合には，およそ当該圃場所有者の所有権侵害行為に当たらず，一律に圃
場所有者の承諾を不要とする旨の規律を設けることは困難である。
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募集期間：平成２７年１０月６日～同年１０月３０日  05【法務省】国家戦略特区等提案検討要請回答

提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容
各府省庁からの検討要請に対する回答

１３　公証役場外における定款認証の特例の活用

048060 広島県
広島県ビッグデータバン
ク創造・活用特区

国家戦略特別区域法第１２条の２

公証人は公証役場において職務を行う必要
があるが，役場外の「ワンストップセンター」
における定款認証が可能であることを明確
化

　国家戦略特別区域法第８条第２項第２号に規定する特定事業として公証人役
場外定款認証事業を定めた区域計画について，内閣総理大臣の認定を受けた
ときは，公証人は，公証人法第１８条第２項本文の規定にかかわらず，当該区域
計画に定められた場所において，定款の認証に関する職務を行うことができるこ
ととされている（国家戦略特別区域法第１２条の２）。

14　ワンストップセンターの設置

048050 広島県
広島県ビッグデータバン
ク創造・活用特区

国家戦略特別区域法

外国人を含めた企業・開業支援のため，登
記，税務，年金，提案認証等の創業時に必
要な各種申請のための窓口を集約。相談を
含めた総合的な支援を実施。

ワンストップセンターは、国家戦略特別区域法第36条の２に基づき、国家戦略特
別区域内に設置されるものです。今後、区域ごとに設置される国家戦略特別区
域会議での意見等を踏まえ、設置を検討してまいります。
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